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平成23年５月26日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・環境中の放射能調査について

・エコクリーンプラザみやざき問題について

・宮崎県版レッドデータブックの改訂について

・「口蹄疫からの再生・復興方針」工程表（ロー

ドマップ）について

・渇水による農業の影響と今後の対応について

・新燃岳の火山活動に係る営農対策等の取組状

況について

出席委員（７人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（１人）

委 員 坂 口 博 美

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

環境森林部次長
金 丸 政 保（ 総 括 ）

県 参 事 兼
環境森林部次長 黒 木 由 典
（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
山 内 武 則環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
福 満 和 徳

も り

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 経 営 課 長 佐 藤 浩 一

山村・木材振興課長 水 垂 信 一

み や ざ き ス ギ
武 田 義 昭活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 山 下 英 一

林業技術センター
徳 永 三 夫所 長

木 材 利 用 技 術
飯 村 豊セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

農政水産部次長
緒 方 文 彦（ 総 括 ）

農政水産部次長
押 川 延 夫（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司（ 水 産 担 当 ）

畜 産 ・ 口 蹄 疫
永 山 英 也復 興 対 策 局 長

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

ブ ラ ン ド ・
鈴 木 大 造流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

連 携 推 進 室 長 工 藤 明 也

営 農 支 援 課 長 山 内 年

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

畑かん営農推進室長 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁業・資源管理室長 成 原 淳 一

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫
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農業改良対策監 戸 髙 憲 幸

消費安全企画監 上 山 伸 二

漁港整備対策監 与 儀 新 二

復興対策推進課長 日 高 正 裕

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策室長 岩 﨑 充 祐

工 事 検 査 監 中 尾 正 史

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 井 上 裕 一

畜 産 試 験 場 長 税 田 緑

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

○田口委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

現在お座りの仮席のとおり決定してよろしいで

すか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部入れかえの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることにし

たいと考えております。今申し上げた要領で執

行部の入れかえを行うことに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、さきの委員長会議において、常任委員

会の審査方法について協議がなされましたので、

その協議結果をお知らせいたします。

これまで委員会審査は、議案や報告事項など

執行部からの説明を一括して受けた後に質疑を

行ってきたところですが、一度に受ける説明が

多過ぎるとの意見などがあり、これからは、議

案、報告事項、その他報告事項、その他に分け

て説明を受け、その都度質疑を行うこととなり

ました。６月定例会からそのように行いたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時１分休憩

午前10時４分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども８名

が新たに環境農林水産常任委員会委員に選任さ

れたところでございます。

私は、このたび委員長に選任されました、延

岡市選出の田口でございます。

一言ごあいさつ申し上げます。

今申し上げましたように延岡選出の田口でご

ざいます。このたび委員長に就任をいたしまし

た。環境に関しましては、今、国の森林・林業

再生プランもスタートを切ったところでござい

まして、これから先の森林・林業行政におきま

しては新たなスタートをした、そういう意味で

は非常に大きなウエートを占めてくるものと
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思っております。

また、大変なことではございましたが、東日

本大震災におきましては、木材需要が非常にふ

えてくるのではないかと、新たな展開も予想さ

れるところでございます。そういう意味では、

今回、林業行政におきましては非常に重要性を

増す行政だと思っておりますので、どうかよろ

しくお願い申し上げます。

余談ではありますが、私も、延岡におりまし

て上流の森林の大切さを認識いたしており、西

臼杵地区に５年連続で植林に行っておりますの

で、川上に関しましての関心も非常に高い、そ

う思っております。今後１年間、どうかよろし

くお願い申し上げます。

次に、委員の皆様を紹介いたします。

まず、私の隣が、都城市選出の二見副委員長

でございます。

次に、向かって左側でございますが、宮崎市

選出の福田委員でございます。

次が、東諸県郡選出の中野委員でございます。

続きまして、向かって右側でございますが、

児湯郡選出の坂口委員でございますが、本日は

欠席をいたしております。

次に、宮崎市選出の新見委員でございます。

次に、西都市・西米良村選出の押川委員でご

ざいます。

最後に、串間市選出の岩下委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の阿萬主幹でございます。

次に、副書記の押川主任主事でございます。

次に、環境森林部長のあいさつ、幹部職員の

紹介並びに所管業務の概要説明等をお願いいた

します。

○加藤環境森林部長 環境森林部長の加藤でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

私ども環境森林部は、地球温暖化といった地

球規模から、ごみ処理等の身近な生活環境に至

るまで、広範かつ複雑化しております環境対策

や、依然として厳しい状況に置かれている森林・

林業の再生などを担っております。本県の環境

保全及び林業振興に職員一丸となって取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、田口委員

長を初め委員の皆様の御指導、御支援をよろし

くお願い申し上げます。

座って説明させていただきます。

お手元に配付しております委員会資料により

まして部の概要等を説明いたします。

まず、１ページをお開きください。平成23年

度環境森林部幹部職員名簿でございます。紹介

させていただきます。

総括次長の金丸でございます。

県参事兼技術担当次長の黒木でございます。

環境森林課、部参事兼課長の山内でございま

す。

みやざきの森林づくり推進室長の福満でござ
も り

います。

環境管理課、課長の橋本でございます。

循環社会推進課、課長の福田でございます。

自然環境課、課長の森でございます。

森林経営課、課長の佐藤でございます。

山村・木材振興課、課長の水垂でございます。

みやざきスギ活用推進室長の武田でございま

す。

工事検査課、工事検査監の山下でございます。

林業技術センター所長の徳永でございます。

木材利用技術センター所長の飯村でございま

す。

課長補佐以下の紹介につきましては、名簿で

かえさせていただきます。

次に、２ページ、３ページをお開きください。
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平成23年度環境森林部の執行体制をお示しして

おります。本年度の組織改正としましては、２

ページの２段目の枠囲みにありますとおり、環

境森林課に「みやざきの森林づくり推進室」を
も り

設置いたしました。これは、県民等との協働に

よる森林づくりを推進するとともに、地球温暖
も り

化防止と森林づくり施策の一体的な推進を図る
も り

ための改正であります。

また、２ページの中段より少し下の枠囲みに

あります森林経営課でありますが、これは、国

の森林・林業再生プランを踏まえ、森林整備、

森林計画及び林業普及指導を一元化し、森林経

営に重点を置いた施策を一体的に推進するため、

昨年度までの「森林整備課」を再編し、名称も

「森林経営課」に改めたものです。

次に、４ページをお開きください。平成23年

度環境森林部歳出予算についてでございます。

この表は、環境森林部の一般会計、特別会計に

ついて、平成23年度の歳出予算を課別に集計し

たものであります。表の一番下、網かけをして

いる合計の欄にありますように、一般会計、特

別会計を合わせまして176億2,220万5,000円で、

平成22年度当初予算と比較いたしますと、本年

度は骨格予算でありますので68.0％となります。

次に、５ページをごらんください。平成23年

度環境森林部の重点施策であります。これは、

環境森林部の平成23年度の主な新規・重点事業

を県の重点施策に沿って整理したものでありま

す。県の重点施策を中心に、今年度からスター

トした宮崎県環境計画及び第７次宮崎県森林・

林業長期計画の実現に向け、各般の施策に取り

組んでまいりたいと考えております。

６ページ以降の主な新規・重点事業及びその

他の報告事項につきましては、それぞれ担当課・

室長が御説明いたします。どうぞよろしくお願

いいたします。

○山内環境森林課長 それでは、委員会資料の

６ページをお願いいたします。カーボンアクショ

ンフォローアップ事業についてであります。

１の事業の目的にありますように、この事業

は、産業部門、業務部門等の事業活動における

温室効果ガス排出量削減の取り組みを強化する

ため、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に

関する条例」の改正を行おうとするものであり

ます。

右のページをごらんいただきたいと思います。

上のほうですが、この条例では、現在、一定量

以上の温室効果ガスを排出する事業者に対しま

して、排出抑制計画書や排出状況報告書の提出

を義務づけているところであります。今回の改

正では、枠組みの中にありますように、①とし

まして計画書等を提出する対象事業者の拡大、

②としまして提出された計画書等の公表、③と

しまして排出削減目標を達成する手段として森

林の整備に伴うＣＯ２吸収などの環境価値の活

用、④として勧告に従わなかった場合の公表な

どを改正内容として考えております。

左のページの２の（４）事業内容の欄をごら

んいただきたいと思います。①にありますよう

に、この改正条例の円滑な運用を図りますため

に、パンフレットの作成、説明会の開催、報告

書作成のための支援ツールの作成などに取り組

むこととして予算を計上しております。

よろしくお願いいたします。説明は以上であ

ります。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 常任委
も り

員会資料の８ページをお開きください。「みやざ

き森づくりコミッション」活動促進事業につい

て御説明します。

１事業の目的にありますように、企業等の社
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会貢献活動の一環として森づくり活動への関心

が高まりつつあることから、森づくりに関する

ノウハウなどの情報提供等を行う「みやざき森

づくりコミッション」の活動を促進し、多様な

主体による森づくりを推進するものです。

予算額は、２の事業の概要の（１）のように、

森林環境税活用により750万円を計上し、（４）

の３つの事業を行うこととしております。①の

体制強化事業では、県緑化推進機構内にコミッ

ション専任の職員を配置しながら、森づくり

フィールドの情報収集や情報発信を行うもので、

県民や企業等からの相談に対する窓口の役割を

担います。②では、県内外の企業等に宮崎の森

づくりへの誘致活動を行います。③では、実際

に森づくりに支援していただく企業と森林所有

者との調整等を行い、森づくり協定を促進する

こととしております。

右のページにはコミッションによる活動イ

メージを示しておりますが、中央の枠内にあり

ますような窓口機能やサポート機能、企画・立

案機能を活用しまして、県民や企業等多様な主

体の森づくり活動への参加を促進し、森林環境

税の目的である「県民参加の森づくり」を一層

推進してまいりたいと考えています。

説明は以上です。

○橋本環境管理課長 それでは、資料の10ペー

ジをお開きください。浄化槽適正管理強化事業

でございます。

まず、１の事業の目的でございますが、浄化

槽につきましては、浄化槽法におきまして保守

点検、清掃及びそれらがきちんと行われている

かを確認するための検査が義務づけられており

ますが、この事業は、この法定検査を受けてい

ない浄化槽設置者に対しまして指導・啓発を行

うものであります。

２の事業の概要であります。予算額は9,460

万1,000円で、全額緊急雇用創出基金を活用する

こととしております。

事業内容は、（４）にありますとおり、法定検

査の未受検者に対しまして、まず文書で受検を

依頼し、これによってもなお検査を受けていた

だけない方には、さらに電話等で啓発を行うも

のでございます。またあわせまして、テレビ、

ラジオなどで適正管理について広く周知、啓発

を行うこととしております。

なお、昨年度の当事業におきまして検査実施

率が大幅に改善したところでございますが、法

定検査についての周知不足等多くの御意見、御

指摘等もいただいたところでありまして、それ

らを踏まえ、今年度は市町村や関係機関と一層

連携を図りながら取り組んでまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○福田循環社会推進課長 委員会資料の12ペー

ジをごらんください。宮崎県廃棄物処理計画達

成状況調査事業でございます。

この事業は、１の事業の目的にありますよう

に、県内の産業廃棄物の排出量や最終処分量等

の状況を把握し、宮崎県廃棄物処理計画の達成

状況について評価・分析を行うとともに、低利

用の廃棄物を再生利用するための課題や方策等

を示した指針を策定することによりまして、廃

棄物の循環資源としての利用を一層推進し、本

県らしい循環型社会の形成を図ろうとするもの

であります。

予算額は862万3,000円であります。

事業内容は、（４）にありますように、一つは、

①宮崎県廃棄物処理計画（第２期）達成状況調

査であります。これは、主な排出事業者へのア

ンケート調査等に基づき、県内の産業廃棄物の

種類別・業種別の排出量、再生利用量等の統計
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データを把握し、廃棄物処理計画に掲げた数値

目標の達成状況について評価・分析を行うもの

であります。もう一つは、②循環利用指針の策

定であります。これは、県内で発生する主な廃

棄物、例えば焼酎廃液、木くず、家畜ふん尿、

汚泥等につきまして、発生から再生利用、最終

処分に至る実態を把握し、循環利用の向上や、

より効率的、効果的な循環利用を図るための指

針を策定するものであります。これらの成果を

今後の施策展開に生かして、本県らしい循環型

社会の形成に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○森自然環境課長 資料の14ページをお願いい

たします。有害鳥獣（シカ・サル）被害防止緊

急対策事業についてでございます。

この事業は、昨年度から取り組んでおります

鳥獣被害対策緊急プロジェクトの一環として実

施するものでございます。このプロジェクトは、

「鳥獣を集落に寄せつけない「地域力の向上」」

をスローガンに、新たな視点に立った集落ぐる

みの被害対策を市町村や関係機関と連携して全

庁的に進めているものでございますが、この一

環としまして、環境森林部では被害状況に応じ

た適切な捕獲対策として実施するものでござい

ます。

まず、１の目的でございますが、中山間地域

を中心に野生鳥獣による被害が深刻化しており

ますことから、わなの免許を有するシカ・サル

対策指導捕獲員を配置し被害防止対策を推進す

ることによりまして、効率的な有害捕獲に努め、

野生鳥獣の被害軽減を図ることとしております。

予算額は、２の事業概要にありますように１

億6,212万5,000円でございまして、全額緊急雇

用創出基金を活用することとしております。

（４）の事業内容でございます。①のシカ・

サル対策指導捕獲員設置事業では、右ページの

全県図に示しておりますように、シカや猿の多

い22市町村に対策指導捕獲員48名を配置し、わ

な等によりシカや猿の捕獲を促進するとともに、

防除対策あるいは狩猟免許の取得指導などを実

施することとしております。

また、②の普及啓発事業では、モデル事業に

おきまして鳥獣被害対策の講習会等を開催し、

地域ぐるみの野生鳥獣被害対策を支援すること

としております。

自然環境課は以上でございます。

○佐藤森林経営課長 資料の16ページをお願い

いたします。宮崎の森林・林業再生促進事業で

ございます。

この事業は、１の事業の目的にありますよう

に、国の森林・林業再生プランの推進に伴いま

して、今までの森林施業計画にかわって森林経

営計画が創設されましたり、森林を機能に応じ

て区分すること、これをゾーニングと呼んでお

りますけれども、この区分が変わったりするこ

とになります。このため新たな森林経営への取

り組みが必要となってきますことから、これら

に円滑に対応するためのシステムを構築するも

のであります。また、伐採地の把握を人工衛星

画像データの解析によって効率的かつ的確に実

施することとしております。

次に、２の事業の概要でございますけれども、

（１）にありますように、予算額といたしまし

ては1,463万1,000円をお願いしております。

また、（４）の事業内容でありますが、この事

業は大きく２つに分かれております。まず、①

の森林経営計画策定システム等整備事業でござ

います。この中がさらに２つに分かれておりま

して、まず、アにありますように、森林経営計

画を策定する森林所有者及びそれを認定する県、
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市町村の策定・認定の事務処理が円滑に行える

ように新たなシステムを開発するものでありま

す。またもう一つは、イにありますように、現

在、国が定めている３つの機能区分を、国が新

たに例示する６つの機能や、市町村等が独自に

創設する機能に区分することになるため、これ

らに対応できるように森林ＧＩＳ等を改修する

ものでございます。

次に、②の宮崎型伐採地調査システム等導入

事業では、これまでマンパワーで行ってまいり

ました伐採地の把握をさらに効率的、的確に実

施するため、今後は、林業技術センターが平成21

年に開発いたしました人工衛星画像データを解

析する方法を導入することとしております。

説明は以上でございます。

○水垂山村・木材振興課長 資料の18ページを

お開きください。新規事業、林業事業体技術者

確保・育成対策事業でございます。

事業の目的でございますけれども、林業就業

経験のある、いわゆる再参入者の確保・育成を

図るとともに林業事業体等の取り組みを評価す

る制度を創設することにより、雇用や就業環境

の改善等を図るものでございます。

予算額は950万円で、事業期間は３カ年であり

ます。

（４）の事業内容でございますが、①の即戦

力となる人材確保事業では、２年以上の林業経

験者を雇用しＯＪＴ研修を実施する事業体に対

し、１人当たり月額３万円を１年間に限り補助

するものでございます。また、②の林業技術修

得促進事業及び③の中核認定林業事業体認定事

業では、伐採や架線集材作業などにおいてすぐ

れた林業技術者を表彰するとともに、就労環境

の整備や労働安全、生産性の向上等にすぐれた

事業体を中核認定林業事業体として認定し、林

業技術者の技術の向上と事業体の意欲的な取り

組みを促進するものでございます。この事業の

取り組みによりまして雇用の場の確保と就業者

の定着が促進されますとともに、就業者の技術

力向上によって生産性が高まることにより適正

な森林整備が促進されるものと考えております。

説明は以上でございます。

○武田みやざきスギ活用推進室長 20ページを

お開きいただきたいと思います。新規事業の

「チームみやざきスギ」による県産材安定供給

推進事業でございます。

１の事業目的ですけれども、充実する森林資

源の活用を図っていくため、総力戦で県産材の

販路拡大に取り組む必要があることから、行政

と民間一体となってサポートする「チームみや

ざきスギ」を新たに立ち上げて、県産材の定時・

定量による安定供給をオールみやざきで推進す

るものであります。

２の事業概要でございます。予算額が1,720万

円で、緊急雇用創出基金を活用することとして

おります。

次に、（４）の事業内容でございます。①の

「チームみやざきスギ」推進本部事業では、県

及び木材産業団体をメンバーとする「チームみ

やざきスギ」を立ち上げて、県産材の販路拡大

や安定供給に向けてその課題を整理、また解決

策等を検討することとしております。

②の県産材安定供給戦略推進事業でございま

す。製材工場のグループで組織する実践チーム

で行う大手ハウスメーカーへの共同出荷など売

り込んでいく取り組みを支援するということで

ございます。「チームみやざきスギ」が大口需要

者へのＰＲ活動や情報収集、供給工場のマッチ

ング指導等をサポートすることとしております。

この事業を通じまして、大口需要者に大量かつ
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いろいろな県産材供給が進んでいくものと考え

ております。

山村・木材振興課関係は以上でございます。

○橋本環境管理課長 それでは、資料の22ペー

ジをお開きください。その他の報告事項としま

して、まず、環境中の放射能調査についてでご

ざいます。

①のとおり、本県におきましては、文部科学

省の委託を受けまして昭和63年から衛生環境研

究所において、表１の左側の欄にありますとお

り、降下物―これは地上に降下いたしました

大気中のちりや雨のことでございます。それか

ら空間放射線量率―これは１時間当たりの空

気中の放射線の量のことでございます。それか

らその下、水道水につきまして、それぞれその

右側、真ん中の欄のような内容で放射線の調査

を行っております。今回の福島第一原発の事故

に伴いまして、文部科学省の指示により、３月12

日以降、表の右端の欄のとおり、降下物につき

ましては、これまでの一月分の測定に加えまし

て毎日24時間分の累積を、また水道水につきま

しては毎日１回の測定を行っております。

次に、②の調査結果でございます。下の表２

をごらんください。まず降下物についてであり

ますが、真ん中の欄にありますとおり、３月１

日から４月１日の１カ月間の累積から、１平方

キロメートル当たり、ヨウ素131が1.9、セシウ

ム134が0.08、セシウム137が0.13メガベクレル

それぞれ検出されました。また右の欄のとお

り、24時間の累積からも、３月29～30日及び４

月５～６日にかけまして２回、ヨウ素131がそれ

ぞれ2.5メガベクレル検出されました。いずれも

福島第一原子力発電所の影響と思われますが、

検出されました濃度はごく微量であり、これら

降下物から１年間に受ける放射線量は、自然界

から１年間に受ける量と比較して、１カ月分の

累積では５万分の１以下、24時間の累積では100

万分の１以下に相当する極めて低い値であり、

健康への影響はございません。

次に、空間放射線量率についてでありますが、

真ん中の欄にある過去５年間の測定値と比べま

すと、右側の欄のとおり、３月12日以降の測定

値につきましては１時間当たり0.025～0.047マ

イクロシーベルトであり、変動は見られないと

ころでございます。

次に、水道水についてでありますが、これま

で放射性物質は検出されておりません。

なお、参考といたしまして、右側23ページに

測定機器の写真等を掲載しておるところでござ

います。

今後も文部科学省と緊密な連携を図りながら

正確な調査に努めますとともに、引き続き、迅

速でわかりやすい公表に努めてまいりたいと考

えております。以上でございます。

○福田循環社会推進課長 委員会資料の24ペー

ジをお開きください。エコクリーンプラザみや

ざき問題について御報告いたします。

まず、①浸出水調整池補強工事の進捗状況に

ついてであります。浸出水調整池を構成する４

つの水槽のうち、１―１及び１―２水槽の補強

工事が３月末までに完了しまして、それまで使

用していた第３水槽から切りかえて使用を開始

しております。公社では、ことし12月末までに

補強工事のすべてを完成することとして、現在、

第２水槽の施工等に鋭意取り組んでおりますが、

工事費用の増額が見込まれるところであり、今

後、公社、県、関係市町村でその対応について

協議することとしております。

次に、②浸出水処理水の下水道放流について

であります。公社は、塩化物を含む浸出水処理
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水を宮崎市の公共下水道へ放流するための施設

を整備することとしております。この工事に要

する費用４億3,600万円につきましては、県及び

関係市町村が23年度当初予算に計上しておりま

すので、公社は現在、着工に向けた準備を進め

ているところでありまして、来年３月までに完

成させたいとしております。

最後に、③損害賠償請求訴訟の状況について

であります。昨年４月の提訴後、８回の審理手

続等が行われておりますが、弁護団からは、争

点が専門的かつ多岐にわたるため、裁判は長期

化し、一審判決まででもまだ２～３年はかかる

との見解が示されております。

私からは以上であります。

○森自然環境課長 宮崎県版レッドデータブッ

クの改訂について御報告いたします。

お手元にレッドデータブック改訂版をお配り

しておりますが、可能な限り写真を掲載いたし

まして生息状況、種の解説などを行い、見やす

い編集に心がけたところでございます。

その概要については、委員会資料の26ページ、

最後のページで御説明をいたしたいと思います。

１の目的でございます。本県には約１万種の

野生生物が生息していると言われておりますけ

れども、近年、里山の荒廃などによりまして野

生生物を取り巻く環境は厳しくなりつつありま

して、種によっては絶滅の危機が生じていると

ころでございます。このため、絶滅の危機に瀕

している野生生物の現状を明らかにし、その保

護への取り組みの基礎となる資料を提供するこ

となどを目的にいたしまして、平成12年以来約10

年ぶりに改訂版を発行したところでございます。

次に、改訂版の概要の（１）掲載種数とその

増減についてでございます。まず植物でありま

す。表の左から順に、カテゴリー、2000年版の

掲載種、改訂版の掲載種を記載しております。

今回の改訂版では、掲載種は、計の欄のところ

でございますが、879種と前回に比べて161種の

増加となってございます。主な内訳といたしま

しては、表の下に「（カテゴリーの定義）」とい

う表記がございますが、一番上の本県では絶滅

したと考えられる絶滅が、表の一番上にありま

すように15種の増加、３つ目の本県において絶

滅の危機に瀕している絶滅危惧Ⅰ類が190種の増

加、種の存続への圧迫が強まっている準絶滅危

惧が28種の増加となっております。また、情報

不足や重要な種につきましては、調査が進んだ

ことからそれぞれ減少いたしまして、その分絶

滅危惧種が増加した結果となっております。な

お、改訂版で追加されました主な種につきまし

ては、表の一番右の欄に記載しているところで

ございます。

次に、動物では、表の計の欄にありますよう

に掲載種数が607種となりまして、前回に比べ

て137種の増加となりました。主な内訳としまし

ては、絶滅危惧Ⅰ類が45種、Ⅱ類が29種の増、

準絶滅危惧が31種の増などとなっております。

この結果、植物と動物を合わせまして掲載種

は1,486種となりまして、298種を追加掲載した

ところでございます。

主な原因は、（２）にありますように、宅地開

発に伴う埋め立て、土地造成に伴う環境の改変、

あるいは観賞用のための採取、加えまして、近

年、シカの食害によるものが顕著であるという

ふうに報告されてございます。

また、（３）にありますように、改訂版を1,000

部作成いたしまして、広く県民が閲覧できます

ように、県内の公立図書館、小中高校、大学等

に配付するとともに、公共工事等を行う上で配

慮すべき指標として活用していただきますよう、
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県の関係部局、市町村に配付したところでござ

います。今後とも、有効に活用いたしまして危

機に瀕している野生生物の現状を広く県民に周

知するとともに、関係機関と連携して野生動植

物の保護に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○田口委員長 以上で執行部の説明が終わりま

したが、質疑はありませんか。

○押川委員 ６ページのカーボンアクションフ

ォローアップ事業でありますけれども、「条例改

正の主な内容」の中で「一定量以上の温室効果

ガスを排出する事業者に対して」ということで

ありますが、事業者はおおむね県内でどのくら

い把握されているんですか、どのくらいされよ

うとしているんでしょうか。

○山内環境森林課長 現在出していただいてい

る事業者数は75事業者であります。実は１種、

２種とございまして、計画書及び報告書を提出

していただく事業者が44、状況報告書だけ提出

していただく事業者が31の、75が現在の対象事

業者であります。以上です。

○押川委員 それで、パンフレットとか説明会

というのは、75の事業者の方々を対象にという

ことでよろしいでしょうか。

○山内環境森林課長 現在、それを拡大しよう

ということで考えておりまして、ここに書いて

ございますように、工場、事業場に加えて、コ

ンビニエンスストアとかレストランなどのフラ

ンチャイズ店、トラック・バス・タクシー事業

者ということで、既に着手しておりますけれど

も、４月から対象となる方々に対して、事前の

説明会を現在はやっているところでございます。

申し上げたパンフレットの作成というのは、そ

の分も含めまして、条例改正後はパンフレット

の作成をして周知を図りたいし、事前に十分説

明をして基準を決めていきたいというふうに考

えております。

○押川委員 最後に、勧告に従わなかった場合

の公表、あるいはペナルティーとかいうものは

何かあるんでしょうか。

○山内環境森林課長 現在考えております条例

改正内容として「勧告に従わなかった場合の公

表」ということで、まずは提出いただけない場

合にはお願いをして出していただくように、今

のところ考えておりまして、どうしてもそうい

うお願いに従っていただけない場合には、理由

等もお聞きしてその上でというふうに今は考え

ております。以上です。

○押川委員 次に、浄化槽適正管理強化事業で

ありますが、これも職員の方と何回か議論させ

ていただいたところであります。特に法定検

査、11条検査において、本年度も32名、緊急雇

用創出の中でやられるということでありますけ

れども、昨年やられた中での11条の法定検査の

実績はどのくらい上がっているのかちょっと教

えてください。

○橋本環境管理課長 昨年の事業は、今年度の

事業と同じように、法定検査を受けておられな

い方に文書でお呼びかけをするというものでご

ざいました。昨年、文書でお呼びかけをいたし

ましたところ、平成21年度末の受検者、検査を

受けておられるところが約２万1,000基でござい

ます。この事業を昨年度行ったことによりまし

て、平成22年度末は約３万5,000基検査を行った

ということでございます。約１万4,000基ほどふ

えたということでございます。

○押川委員 合併浄化槽を設置されている方は

全員の方が法定検査を受けるということが法的

に義務づけられていると。その中によって今、

こういった形の中での啓発活動をされていらっ
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しゃるということで理解しております。宮崎県

内で検査するところは今のところ１検査所とい

うことでありまして、県内の14～15万基の合併

浄化槽、こういう形でこれが毎年強化事業とい

うものがあればいいんでしょうけれども、検査

率をどの辺まで想定されて―私は全戸しなく

ちゃ不平等だというお話を実はしているんです

けれども、現状、どういう取り組みで、検査率

をどのくらい上げることの目標なりあれば教え

ていただきたいと思います。

○橋本環境管理課長 この法定検査につきまし

ては、検査機関を都道府県知事が指定するとい

うことになっておりまして、現在、環境科学協

会というところを検査機関として指定をしてお

ります。環境科学協会におきましては、昨年度、

この事業によりまして検査がふえるということ

を想定してはいたところでございますが、予想

以上に検査を受けていただく方がふえたという

ことでございまして、それに対応するために、

検査員と従事する職員の増強、それから体制も

協会全体で、必要であれば他の部門からも応援

をするという形でやっていただいているところ

でございます。今後、この事業をことし行うこ

とによりまして、さらに検査を受けていただく

方はふえてくるものと考えているところでござ

います。

ただいま委員おっしゃいましたとおり、最終

的には、義務づけでございますので、すべての

方に検査を受けていただくことを目指して私ど

もは取り組んでいきたいと思います。今のとこ

ろは、環境科学協会、努力していただいており

ますので、それをさらに続けていただくことを

指導していきたいと考えております。

○押川委員 この法定検査、はがきが来るんで

すけれども、3,800円。それに対してかなり県民

の皆さん方も、保守点検などをしていて、なぜ

また11条検査なのかということでのいろんな意

見が出ておるということを我々も耳にしておる

ところであります。そういう中で、この法定検

査を受けなくても受けても何ら規制がないとい

うことを聞くんですけれども、この事実関係は

どうでしょうか。

○橋本環境管理課長 この法定検査につきまし

ては義務ということでございますので、法律に

おきまして罰則規定というのが設けられている

ところではございます。しかしながら、浄化槽

を適正に管理し、河川をきれいにする、生活環

境をきれいにするという取り組みにつきまして

は、押しつけられてやるというものではなく、

設置者の方が自発的に環境への取り組みをやっ

ていただく、それを地域の方々とも協力しなが

ら地域全体で取り組んでいただくというような

ものであると考えております。したがいまして、

この検査を受けておられないからといって罰則

等の適用というのはすぐにはないと考えており

ますし、そもそもこの罰則規定につきましては、

検査を受けていない浄化槽によって周辺の環境

が汚染されているといった事実が確認されたと

き等を想定しているものでございます。私ども

としましては、検査を受けていただくよう、あ

くまでも丁寧に御説明しながら皆様方に御理解

をいただくということを続けていくことになろ

うと考えております。

○押川委員 最後にしますが、そういうことな

んですけれども、そこに不平等感というのがあ

るわけですから、検査体制が、１社だけではな

くて、これを何らかの形で２社、３社―他県

もやっていらっしゃるわけでありますから、そ

ういう方向で本県も検討してみる、そういった

ものがあってもいいんではないかというふうに
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私は思うんですけれども、いかがでしょうか。

○橋本環境管理課長 浄化槽の指定につきまし

ては、浄化槽法の施行規則におきまして浄化槽

指定機関の基準というものが定められておりま

す。具体的に申し上げますと、例えば、「職員、

設備、検査業務の実施の方法その他の事項につ

いての検査業務の実施に関する計画が、検査業

務の適正かつ確実な実施のために適切なもので

あること」等５項目程度でございますが、それ

らのすべての要件を満たしていると認められる

ときでなければ指定をしてはならないというこ

と。同じ55条にもう一つございまして、こちら

は、「一般社団法人又は一般財団法人以外の者で

あること」、それから、「役員の構成又はその行

う検査業務以外の業務により検査業務を公正に

実施することができないおそれがあること」、

これらにつきましてはいずれかに該当するとき

は指定をしてはならない、そのような規定でご

ざいます。指定検査機関につきましては、これ

らの基準に照らし合わせまして、現在の検査体

制などさまざまな状況を勘案いたしまして、浄

化槽法の目的であります、生活環境の保全、公

衆衛生の向上という観点から慎重に検討してい

きたいと考えております。以上でございます。

○中野委員 23ページ、今、東電の原発の問題、

本当に深刻な問題を出しております。私、いろ

いろ見ていると、マイクロシーベルトで単位が

出たりミリシーベルトで出たり、それでもって

大量に放射能をかぶるとかね。ミリで出ると、

ＣＴ、首から下まで撮ったら60ミリシーベル

ト、60ミリシーベルトを1,000倍してマイクロ

シーベルト、単位がばらばらになっているけど、

ぜひその辺を普通にわかりやすく。マイクロで

やるとかなり大きい数字になったりとかね。こ

ういうのを出すときには自然界で出ている放射

線とあわせながら出さないと、風評じゃないけ

れども、ぜひその辺しっかり出してください。

○橋本環境管理課長 ただいま委員のほうから

御意見ありましたとおり、確かになじみのない

ものでございますので非常にわかりにくうござ

います。マイクロシーベルト等の単位につきま

しては、23ページの一番上の点線囲みの中に書

いてはございますが、委員のおっしゃいますと

おり、なるべく皆さんにわかっていただけるよ

うに、できれば統一した単位等で出していきた

いと考えております。

○押川委員 14ページでありますけれども、有

害鳥獣についてちょっとお聞きいたします。昨

年から本年にかけてということでありますが、22

市町村、48名の方を対策指導員という形で配置

をされるということでありますけれども、これ

は毎年違う人が当たられるわけですか。

○森自然環境課長 この事業、緊急雇用創出基

金を活用していることもあり、継続しては雇用

できないというふうになっておりまして、単年

度、単年度の雇用となっております。

○押川委員 こういう方々を配置されて、本当

にシカ、猿、イノシシあたりが減少しているの

か、実績がわかれば教えていただきたいと思い

ます。

○森自然環境課長 昨年度の実績は、22市町村

で48名の対策指導員によりまして、シカが1,339

頭、猿が99頭、その他となっておりますが、多

分イノシシだと思うんですが、313頭という実績

が上がっております。

○押川委員 はい、わかりました。

○田口委員長 ほかに御質問ありますか。よろ

しいですか。

それでは、以上をもって環境森林部を終わり

ます。
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執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時52分休憩

午前10時57分再開

○田口委員長 それでは委員会を再開いたしま

す。

先般の臨時県議会におきまして、私ども８名

が新たに環境農林水産常任委員会委員に選任さ

れたところでございます。

私は、このたび委員長に選任されました、延

岡市選出の田口でございます。

一言ごあいさつを申し上げます。

昨年におきましては、農政水産部は日本でも

一番忙しい部ではなかったかと思っております。

それは言うまでもなく口蹄疫であり、鳥インフ

ルエンザの発生でございました。そういう意味

では今回、防疫体制をしっかりとつくっていか

なければなりませんし、また再生・復興に向け

て全力を傾注していかなければならない、そん

な大変なときだと思っております。私ども全力

を尽くして頑張りますので、どうかよろしくお

願い申し上げます。

次に、委員の皆様を御紹介いたします。

まず、私の隣が、都城市選出の二見副委員長

でございます。

次に、向かって左側ですが、宮崎市選出の福

田委員でございます。

東諸県郡選出の中野委員でございます。

西都市・西米良村選出の押川委員でございま

す。

向かって右側ですが、児湯郡選出の坂口委員

でございますが、本日は欠席をいたしておりま

す。

次に、宮崎市選出の新見委員でございます。

串間市選出の岩下委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の阿萬主幹でございます。

副書記の押川主任主事でございます。

次に、農政水産部長のあいさつ、幹部職員の

紹介並びに所管業務の概要説明等をお願いいた

します。

○岡村農政水産部長 農政水産部長の岡村巌で

ございます。よろしくお願いいたします。

農水産業を取り巻く状況というのは大変厳し

いものがございますが、農政水産部職員一丸と

なりまして、本県の農業、水産業、また農村・

漁村の発展のために全力で取り組んでまいりま

す。田口委員長を初め委員の皆様方には、御指

導、御鞭撻のほどどうかよろしくお願いいたし

ます。

まず、説明に入ります前に、一言おわびを申

し上げさせていただきたいと思います。既に報

道されておりますが、今月の20日に、西諸県農

林振興局の職員が県の迷惑防止条例違反容疑と

いうことで逮捕されるという事件が発生いたし

ました。私ども、口蹄疫や鳥インフルエンザ、

また新燃岳の噴火等の相次ぐ危機事象に対応し

ているさなか、またそれからの復興に職員一丸

となって取り組ませていただいているさなかの

ことでございまして、このような事件が発生い

たしましたことはまことに遺憾でございまして、

県民の皆様に深くおわび申し上げます。申しわ

けございませんでした。

今後、一層の綱紀粛正を図りますとともに、

公務員倫理、また全体の奉仕者としての意識の

徹底を図ることによって、県民の皆様の信頼の

回復に一生懸命努めてまいりたいと考えており

ます。

それでは、座って説明させていただきます。
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まず、お手元の常任委員会資料を１枚お開き

いただきまして、右側の目次をごらんください。

本日は、私のほうから、農政水産部幹部職員名

簿以下６つの項目について説明させていただき

ます。

まず、本年度の農政水産部の幹部職員を紹介

させていただきます。資料の１ページをお願い

いたします。なお、課長補佐等につきましては、

時間の関係もございますので、紹介を省略させ

ていただきます。

それでは、総括次長の緒方文彦でございます。

農政担当次長の押川延夫でございます。

水産担当次長の那須司でございます。

畜産・口蹄疫復興対策局長の永山英也でござ

います。

農政企画課長の郡司行敏でございます。

ブランド・流通対策室長の鈴木大造でござい

ます。

地域農業推進課長の奧野信利でございます。

連携推進室長の工藤明也でございます。

営農支援課長の山内年でございます。

農産園芸課長の加勇田誠でございます。

農村計画課長の三好亨二でございます。

畑かん営農推進室長の宮下敦典でございます。

農村整備課長の宮川賢治でございます。

水産政策課長の鹿田敏嗣でございます。

漁業・資源管理室長の成原淳一でございます。

漁村振興課長の神田美喜夫でございます。

農業改良対策監の戸髙憲幸でございます。

消費安全企画監の上山伸二でございます。

漁港整備対策監の与儀新二でございます。

復興対策推進課長の日高正裕でございます。

畜産課長の児玉州男でございます。

家畜防疫対策室長の岩﨑充祐でございます。

工事検査監の中尾正史でございます。

総合農業試験場長の串間秀敏でございます。

県立農業大学校長の井上裕一でございます。

畜産試験場長の税田緑でございます。

水産試験場長の山田卓郎でございます。

以上であります。

次に、資料の４ページには農政水産部の執行

体制図を記載しております。今年度の組織改正

による主な変更点が３つございます。説明させ

ていただきます。

まず１点目ですが、体制図の下段をごらんく

ださい。口蹄疫からの再生・復興のための施策

を関係部局が連携しながら迅速かつ的確に推進

するため、「畜産・口蹄疫復興対策局」を新設し、

復興対策を全庁的に進める「復興対策推進課」

と、畜産振興を図る「畜産課」を設置いたしま

した。さらに、口蹄疫を初めとする家畜防疫対

策に機動的に対応するため、畜産課に「家畜防

疫対策室」を設置するとともに、児湯地域にお

いて関係団体等との総合調整を図りながら各種

施策を着実に推進するために、児湯農林振興局

内に「児湯地域復興担当」―これは復興対策

推進課との兼務になりますけれども―を設置

したところでございます。

２点目といたしましては、国営かんがい排水

事業及び関連事業と畑作振興の一体的な推進を

図るために、農村計画課に「畑かん営農推進室」

を設置いたしました。

３点目といたしましては、漁獲の手段である

漁業と、漁獲の対象である資源の一体的な管理

を推進するために、水産政策課内に「漁業・資

源管理室」を設置いたしました。

以上、１局10課５室体制で農政水産部の業務

を執行してまいる所存でございます。

続きまして、５～６ページに部内各課の分掌

事務を掲載しておりますが、こちらは後ほどご
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らんいただければと思います。

次に、資料の７ページを御説明させていただ

きます。大項目Ⅳの平成23年度農政水産部予算

編成の基本的な考え方についてでございます。

平成23年度当初予算につきましては、いわゆる

骨格予算としての編成となりましたが、口蹄疫

復興対策など早急な対応を要するものや、年度

当初から必要な経費等を当初予算として編成し、

できる限り生産現場に影響が生じないよう措置

したところでございます。また、極めて厳しい

財政状況の中で、施策の選択と集中を進めつつ

も、本県の農水産業を収益性の高い生産構造へ

と転換していくために、「農水産業者の所得向上」

と「農水産業を核とした地域経済の活性化」を

目的とし、口蹄疫からの再生・復興を第一に取

り組む予算として編成いたしました。

具体的には、（２）に23年度予算編成における

５つの視点ということで記載しております。①

の危機事象への備えと対応では、口蹄疫からの

再生・復興のために必要な施策や、高病原性鳥

インフルエンザ、新燃岳の噴火など危機事象へ

の対応を強化すること、②の収益性の向上では、

ブランド対策や６次産業化、コスト低減など生

産・流通対策の強化を図ること、③の資源のフ

ル活用では、人や農地、施設・機械等の経営資

源を有効活用し、農水産業を支える担い手の育

成を強化すること、④の食料自給力の向上では、

産地構造改革のための施設整備や農地対策を強

化すること、⑤の環境負荷の軽減では、農水産

業における低炭素社会への貢献や、環境保全型

農水産業の展開に向けた支援を強化していくこ

と、以上５つの視点により体系化した予算編成

によりまして、「儲かる農業の実現」とともに「農

水産業による地域経済の活性化」を目指し、本

年度から取り組む新たな農業・農村振興長期計

画への着実な橋渡しを推進することとしている

ところでございます。

次に、８ページをごらんください。大項目Ⅴ

の平成23年度農政水産部歳出予算（骨格）の課

別概要についてでございます。農政水産部の平

成23年度当初予算につきましては、表の中ほど

に記載しておりますが、一般会計で291億6,556

万3,000円、対前年当初比77.5％、特別会計で３

億8,539万4,000円、対前年当初比88.4％、農政

水産部合計では295億5,095万7,000円、対前年当

初比77.6％であります。予算の執行に当たりま

しては、各事業の早期着手に取り組み十分な進

行管理を行いますとともに、効率的な事業の推

進を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、資料の９ページ、10ページに当

初予算の新規・重点事業等を体系的に整理して

おります。本日は、網かけをしております11の

事業について説明資料を掲載しておりますが、

後ほど関係課長から線で囲っております３つの

事業につきまして説明をさせていただきます。

次に、報告事項が３件ございます。まず、口

蹄疫からの再生・復興につきましては、昨年８

月に策定した「口蹄疫からの再生・復興方針」

に基づき、今後、中長期的な対応を要する事項

について、平成23年度から３年間の工程表を作

成いたしましたので、その概要等を説明させて

いただきます。また、梅雨に入りましたので幾

分状況は改善しておりますが、渇水による農業

への影響等についてと、新燃岳に係る営農対策

等の取り組み状況について、関係課長から報告

させていただきますので、よろしくお願いいた

します。

私からは以上でございます。

○宮川農村整備課長 農村整備課でございます。

よろしくお願いいたします。
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それでは私のほうから、平成23年度の新規・

重点事業につきまして御説明させていただきま

す。

常任委員会資料の13ページをお開きください。

県単事業でございますけれども、みやざき農畜

産業復興支援システム整備事業でございます。

まず、１の事業目的でございますけれども、

本県で発生いたしました口蹄疫あるいは鳥イン

フルエンザにつきましては、本県の畜産業を初

めとして多大な被害を生じているところでござ

いますが、今後は、この教訓を生かしてしっか

りとした防疫体制を構築することが不可欠でご

ざいます。この事業につきましては、その一環

といたしまして、畜産情報の的確な把握ととも

に、それらの情報を地図情報システムに集積い

たしまして家畜防疫モデルシステムを構築する

ことにより、防疫体制の強化を図るものでござ

います。

２の事業概要でございますけれども、予算額

につきましては1,765万4,000円、事業主体につ

きましては県及び宮崎県土地改良事業団体連合

会でございます。

事業内容につきましては、次のページの14ペー

ジをごらんいただきたいと思います。まず、上

の囲みにあるとおり、既に宮崎県土地改良事業

団体連合会におきまして、国の補助も受けて約

５億円の費用をかけまして、デジタル化された

地形図あるいは航空写真―デジタルオルソ画

像と呼んでおりますけれども、こういったデー

タを整備いたしまして、「水土里情報システム」
み ど り

と呼んでおります農地地図情報を活用するとい

うことでございまして、家畜防疫システムとし

て機能強化を図った上で、下の囲みの左上に示

しておりますけれども、本事業で実施します飼

養実態調査等により把握する家畜防疫情報に加

えまして、一番下の囲みにありますとおり、埋

却地あるいは消毒ポイント等の情報を入力する

ことで家畜防疫モデルシステムを構築するもの

でございます。これによりまして各農場ごとの

家畜頭数あるいは飼養状況、埋却地などの的確

な把握、情報管理、一定地域内の瞬時の飼養頭

数の集計処理等を可能とするものでございます。

なお、本システムにつきましては、既に設置

しております、県、全市町村、ＪＡ等で構成し

ます協議会において情報の共有を図りながら

行っていくこととしてございます。本事業によ

りまして全国のモデルとなる総合的な復興支援

システムを構築し、強固な防疫体制、畜産農家

の経営安定を実現していきたいというふうに考

えてございます。以上でございます。

○日高復興対策推進課長 復興対策推進課でご

ざいます。特定疾病フリー地域支援事業につき

まして御説明させていただきます。

15ページをお開きください。本事業は、目的

にございますように、ほとんど家畜のいなくなっ

た西都・児湯地域におきまして、豚のオーエス

キー病やＰＲＲＳ、牛白血病といった特定疾病

のない地域を実現するために、必要な抗体検査

や家畜導入等への支援を行うものであります。

２の事業概要にございますけれども、一番上

の豚につきましては、ＳＰＦ農場等からの豚を

導入する際にオーエスキー病やＰＲＲＳの検査

を行うとともに、陰性の豚を導入する経費の一

部を助成するものでございます。４月20日現在

で6,392頭の豚の再導入が進められておりますけ

れども、疾病フリーに取り組むことによりまし

て生産性が格段に向上したという成果が上がっ

ている状況でございます。

次に、中段の肉用牛につきましては、抗体検

査で陽性となった子牛や乳牛の転用を行う際に
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一定の助成を行うということで予算措置を行っ

たところでございます。しかしながら、４月以

降、実施に向けた関係団体との協議を重ねる中

で、検査の対象なり検査の時期、転用の方法な

どにつきましてさまざまな意見があるというこ

とでございまして、その具体的な方法なり進め

方につきましては、今後、関係者も含め早急に

検討してまいりたいと考えておるところでござ

います。

なお、③と④の抗体検査なりを行う経費や防

疫演習等に要する経費とあわせまして、２の事

業概要の一番上、予算額のところにございます

ように１億2,325万6,000円の予算となってござ

います。以上であります。

○加勇田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。

お手元の資料の19ページをお開きください。

戸別所得補償制度導入円滑化対策事業について

御説明いたします。

本事業は、１の事業の目的にございますよう

に、本年度から本格実施されます戸別所得補償

制度の円滑な推進に向けた体制を強化するとと

もに、制度を活用した計画的な作物の生産や農

家所得向上に向けた取り組みを支援するもので

ございます。

右側の20ページをごらんください。まず、戸

別所得補償制度の概要でございますが、１つ目

の米に対する助成では、標準的な生産費と販売

価格の差額の補償、補てんが行われることになっ

てございます。またその下、水田活用の所得補

償交付金につきましては、麦、大豆、飼料作物

などの戦略作物に対する助成のほか、二毛作助

成や耕畜連携助成、さらに、地域の実情に応じ

て野菜等の助成に活用できる産地資金がござい

ます。また、麦、大豆、ソバ等を対象とした畑

作物の所得補償交付金や、規模拡大等への加算

措置も行われることになってございます。

今回の事業につきましては、下半分の四角囲

みにございますように、左側の戸別所得補償制

度導入支援事業により制度の周知徹底や交付事

務に必要な経費の支援を行い、制度への加入促

進や事務手続の円滑化を図ることとしておりま

す。また、右側の戸別所得補償制度活用推進事

業により推進体制の強化や地域活動への支援を

行いまして、生産性の高い水田農業等の推進を

図ることとしております。

予算額につきましては、19ページにお戻りい

ただきまして、２の（１）でございますが、本

年度5,264万1,000円、事業期間は25年度までの

３年間でございます。

説明は以上でございます。

○日高復興対策推進課長 それでは、口蹄疫か

らの再生・復興に係る工程表ということで説明

をさせていただきたいと思います。

まず、常任委員会資料の33ページをお開きく

ださい。１の目的にもございますけれども、工

程表につきましては、昨年８月に策定いたしま

した再生・復興方針を基本にいたしまして、平

成25年度までの３カ年間につきまして、その取

り組みを促進するために策定したものでござい

ます。

また、策定に当たりましては、３の策定の経

緯にございますけれども、児湯地域はもとより、

市町村や関係団体との意見交換を行いながら、

その結果を踏まえて取りまとめを行ってきたと

ころでございます。

具体的な内容につきましては、お手元に別冊

資料といたしまして口蹄疫からの再生・復興に

係る工程表というものを準備させていただいて

ございますので、そちらのほうをごらんいただ
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きたいと考えております。

お手元の工程表を１ページめくっていただき

まして、目次でございます。工程表につきまし

ては、目次にございますように、Ⅰの工程表の

策定に当たってと、Ⅱの基本的な考え方と構成、

Ⅲの工程表本体の３つで構成してございます。

１ページめくっていただきまして、Ⅰの工程

表の策定に当たってでございますけれども、こ

のページにつきましては再生・復興方針の要約

を記載してございまして、（２）再生・復興に向

けた取り組みといたしまして、まず、全国のモ

デルとなるような安全・安心な畜産経営の再構

築、その下のウ産地構造・産業構造の転換、一

番下の⑤地域振興対策などの取り組みを進める

こととしてございます。

こういうような取り組み、基本的な考え方の

中で、２ページの上段にございますように、22

年度中に緊急的に対応したものといたしまして、

手当金の支払いや観察牛の導入、中間保有施設

の整備など、それぞれの項目について緊急的な

施策を実施させていただいたところでございま

す。

また、一番下の表でございますけれども、再

生・復興の取り組みを安定的に支援するために

４つの基金を設置し、今後の取り組みの財源を

確保したところでございます。

これらの取り組みを進めてきた結果、３ペー

ジの表の右下にございますように、農場ベース

で50％、頭数ベースで32％の経営の再開状況と

いうことになってございます。

また、４ページの上段の子牛価格につきまし

ては総じて高い状況にありますけれども、その

下の枝肉価格の欄は低迷しているというような

状況でございまして、現状分析の下の段落にご

ざいますように、韓国などでの口蹄疫の発生な

り飼料価格の高騰、子牛価格の高騰、それから

先ほど申し上げました枝肉価格の低迷、さらに

はＴＰＰへの不安などによりまして経営の再開

を迷っている状況かと思われます。

１ページめくっていただきまして、５ページ

でございます。県内経済の状況につきまして５

つほど指標を掲げてございます。一番下にござ

いますように、昨年の８月以降回復の兆しが見

えてはいたんですけれども、１月の新燃岳の噴

火なり東日本大震災の影響等によりまして、持

ち直しの動きが鈍化してきている状況でござい

ます。

こういうような中で、６ページに工程表の策

定なり推進の基本的な考え方といたしまして３

つ掲げてございます。口蹄疫の蔓延が県内経済

に及ぼす影響は非常に甚大なものになるという

ことから、１番目にございますように、防疫体

制なり防疫対策の充実強化を最優先としてまい

りたいと考えてございます。その上で、（２）に

ございますように、畜産や農業のバランスがと

れた強い産業構造を築くために思い切った施策

を展開するとともに、（３）にありますように、

関係機関・団体との十分な意見交換なり連携を

図っていきたいと考えておるところでございま

す。

１ページめくっていただきまして、７ページ

でございます。再生・復興の目指す姿を関係者

で共有するという観点から、目指す姿を記載し

てございます。

まず、畜産・農業分野におきましては、安全・

安心の確保を基本にいたしまして、付加価値や

収益性の高い畜産・農業を構築したいと考えて

ございまして、アにありますように、安全・安

心の確保のためには、ウイルスの侵入防止なり

埋却地の確保、特定疾病のない地域の構築など
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の視点を持って取り組んでまいりたいと考えて

おります。また、イの付加価値や収益性を高め

るためには、飼養密度の適正化による生産性の

向上なり６次産業化・農商工連携、耕種への転

換などの視点を持って取り組んでまいりたいと

考えてございます。

具体的には、右側のイメージ図を見ていただ

きますと、各農場にはそれぞれ消毒施設という

ことでシャワー施設みたいな絵が描いてござい

ますけれども、そういう消毒施設を整備すると

ともに、農場ごともしくは共同で埋却地を確保

した上で、図の左下のほうにございますけれど

も、事故率の低減による生産性の向上なり、そ

の右にありますような農場レストランなどの農

商工連携なり、複数の農場が連携した６次化の

取り組み、それから経営の一部を耕種に転換す

るというような取り組みによりまして、農家全

体の所得確保を図ってまいりたいと考えており

ます。

また、７ページに戻っていただきまして、こ

のような取り組みを進める中で、②の経営再開

の見通しでございますけれども、基本的には、

経営再開に当たっては農家の意向に沿って対策

を進めてまいりたいと考えておりますが、一方

では繁殖農家は非常に小規模で高齢化も進んで

いる状況から、再開に伴います新たな設備投資

なり、将来への不安で再開を断念する農家も相

当数見込まれるのではないかと考えております。

このため、下段のほうにございますけれども、

西都・児湯地域の経営再開は、発生前に比べま

して、農家ベースで７～８割程度、頭数ベース

で９割程度にとどまるものと厳しく想定をさせ

ていただきまして、その中でも少しでも多くの

農家の方々に経営を再開していただけるような

取り組みを進めてまいりたいと考えてございま

す。

また、１ページめくっていただきまして、９

ページでございます。県内経済全般、それから

西都・児湯地域につきましても、農商工連携な

り６次化の取り組みを進める中で、企業なり団

体の皆さんが安心して事業が展開できて、しか

も地域が自律的に発展していけるような支援を

してまいりたいと考えておるところでございま

す。

次に、10ページでございます。工程表の構成

ということで、工程表につきましては中長期的

な課題につきまして、中ほどにありますような

（１）～（９）の９つの項目に整理をした上で

３年間の取り組みを明らかにして、関係者と一

体となってスピード感を持った取り組みを進め

ることにしてございます。このうち、防疫体制

の強化など、県が中心となって早期に取り組む

べき課題につきましては、より具体的な取り組

み内容とスケジュールをお示ししているところ

でございます。

なお、適正飼養密度なりゾーニング、もしく

は先ほど御説明しました特定疾病のない地域の

構築などの項目につきましては、これまで県と

しての考え方を十分に示していなかったことも

否めないところから、関係者の共通理解が得ら

れるとは言えない状況だと認識してございます。

このため、先ほども申し上げましたけれども、

関係者の皆さんと早急に意見交換を行いながら、

県としての考え方や具体化に向けた取り組み、

検討方法なりを示させていただくこととしてお

ります。

これらの取り組みを進める体制といたしまし

ては、４の推進体制にございますように、復興

対策本部を中心に以下の会議等を開催しながら、

その進行管理なり工程表の充実、見直しを進め
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てまいりたいと考えております。

１ページめくっていただきまして、これらの

取り組みを進める上での現時点で想定する財源

を記載してございます。下の表を見ていただき

ますと、国の補助事業なり各種基金を活用して、

今後この取り組みを進めてまいりたいと考えて

ございます。

13ページをお開きください。先ほど説明いた

しました９つの項目をそれぞれ大項目に記載し

てございます。大項目、中項目、小項目とござ

いますけれども、主なものにつきましてかいつ

まんで御説明させていただきたいと思います。

まず、防疫体制の強化でございます。①の防

疫体制の整備のところのウにございますけれど

も、今回の口蹄疫の発生を踏まえまして、家畜

防疫員の数や体制の考え方、もしくはエにあり

ますように民間獣医師の活用の考え方を整理し

ていかなければならないと考えてございます。

またあわせて、オにございますように、市町村

や関係団体の皆さんとの防疫協定の締結なり、

その改定などを進めてまいりたいと考えておる

ところでございます。

次に、15ページでございますが、中項目の２

番といたしまして、引き続き、水際防疫の徹底

につきましてお願いをしてまいるとともに、

（３）の地域防疫の徹底にございますように、

地域防疫を徹底するため、市町村の自衛防疫推

進協議会の機能を拡充しながら、地域を防疫す

る主体としてその取り組みを推進してまいりた

いと考えてございます。

次に、17ページでございます。ここでは農場

の防疫体制の徹底ということでございまして、

①のエにありますように、家畜防疫員によりま

す全農場への立入検査を実施するとともに、オ

なりカにございますように、自衛防疫組織によ

る定期点検や、獣医師なりＪＡ指導員などの通

常業務の中で飼養衛生管理基準の遵守等を指導

してまいりたいと考えてございます。また、情

報を確実に関係者に届けるためにも、③のアに

ありますように、全農家を対象に家畜防疫情報

メールの登録を促進してまいりたいと考えてお

ります。

次に、19ページでございます。ここでは、早

期発見・早期通報・早期処置を確保する観点か

ら、③の埋却地の確保でございますが、農場単

位に近隣における埋却地の確保を進めるととも

に、エなりオにございますように、確保した埋

却地が利用できない場合に備えまして公有地の

リストアップも行いながら、あわせて公有地を

利用する際のルールづくりにつきましても検討

を進めてまいりたいと考えてございます。

次に、21ページをお開きください。畜産経営

再開への支援といたしまして、経営の再開に当

たりましては、アにございますようにアンケー

ト調査を実施し、それをもとに現地の指導班が

主体となって指導してまいりたいと考えてござ

います。また、（４）の特定疾病のない地域の構

築なり、その下の（５）適正飼養密度・ゾーニ

ングの検討の進め方について記載しております

けれども、それぞれのイメージといたしまして、

お手元の資料の29ページ、30ページをごらんい

ただきたいと存じます。

まず、30ページの特定疾病のない地域の構築

でございますけれども、上段の豚につきまして

は既に取り組みが進められておりまして、この

取り組みを支援しながら、他の地域への取り組

みにつきましても検討してまいりたいと考えて

おるところでございます。

また、下の牛につきましては、先ほどの特定

疾病の事業の中でも御説明申し上げましたけれ
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ども、子牛を検査するのか、母牛を検査するの

かといった検査のあり方なり、陽性牛への対処

の方法をどうするのか、さらにそれに対する支

援のあり方などにつきまして、現地でさまざま

な意見がございます。こういったことから、関

係者との意見交換を行いながら早急に具体的な

取り組み方策について検討してまいりたいと考

えてございます。

また、左側の適正飼養密度やゾーニングといっ

た課題、もしくはその下の産地構造・産業構造

の転換につきましても、それぞれそこに掲げて

おりますような項目に配慮しながら、そのあり

方なり対応につきまして検討してまいりたいと

考えておるところでございます。

21ページにお戻りください。畜産経営再開へ

の支援といたしまして、（６）今後の畜産のあり

方ということで、宮崎県産の牛肉なり豚のあり

方につきまして検討会を設置し検討を進めてま

いりたいと考えてございます。

次に、23ページでございます。産地構造・産

業構造の転換、それから安全・安心の確保につ

きましては、ここに掲げておりますように、耕

種への転換なり６次産業化への対応なりにつき

まして、先ほどの29ページ、30ページの取り組

みとあわせて進めてまいりたいと考えてござい

ます。

次に、25ページでございます。大項目の５～

８として、埋却地の環境対策から地域振興対策

ということで記載してございますけれども、こ

の中で埋却地の環境対策といたしまして、まず、

一番上のアにございますように、市町村単位に

協議会を設置し適正に埋却地を管理していくと

ともに、その下、（３）埋却地の再生活用に向け

まして、農地としての再生利用を前提とした管

理のあり方について検討してまいりたいと考え

ております。

また、一番下の地域振興対策につきましては、

発生が集中した西都・児湯地域におきましては、

広域的な統一コンセプトに基づく象徴的な取り

組みへの支援とあわせまして、各市町の取り組

みを支援してまいりたいと考えてございます。

27ページをごらんください。経済雇用対策の

取り組みといたしまして、中小企業支援から製

造業等への対応につきまして記載してございま

す。この取り組みにつきましては、一番下の（８）

にございますように、より具体的な取り組みと

いたしまして、関係団体とも十分意見交換しな

がらその取り組み内容につきまして検討を進め

てまいりたいと考えてございます。

最後でございますけれども、本工程表は、現

段階での取り組み方向につきまして関係者の共

通認識となるように取りまとめたものでござい

まして、これを端緒といたしまして関係者の皆

さん方との意見交換を重ねて、真の意味での再

生・復興につながる取り組みを進めてまいりた

いと考えてございます。

工程表の説明は以上でございます。

○山内営農支援課長 営農支援課であります。

それでは、渇水による農業への影響と今後の

対応について御報告いたします。

常任委員会資料の34ページをお願いいたしま

す。ことしの１月から５月中旬にかけまして、

宮崎市ではこの間の雨量が平年の27％と少なく、

早期水稲を中心に影響が見られております。

まず、１の渇水による農業への影響でありま

すが、（１）の早期水稲では、作付計画面積の約

２％に当たる173ヘクタールで田植えができず、

このうち62％は東臼杵南部が占めておりまして、

これらの地域におきましては農業共済制度の対

応を進めるほか、ページ中ほどの今後の対応に
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ありますように、74ヘクタールもの普通期水稲

や飼料作物等への転換が予定されているところ

であります。また、田植えはできたものの、水

不足により乾田から白乾状態にある水田が、４

月末時点の100ヘクタール程度から41ヘクタール

にまで改善してはおりますけれども、生育初期

の影響も大きく、一部枯死した圃場もございま

して、引き続き経過を観察していく必要がござ

います。

次に、（２）の飼料用稲及び普通期水稲であり

ます。飼料用稲につきましては、４月下旬から

用水が確保できる水田を優先して計画的な田植

えが行われ、早期のものはほぼ終了いたしまし

て、次のピークは５月下旬からとなっておりま

す。また、１万1,000ヘクタール余の栽培が予定

されております普通期水稲の田植え最盛期は、

平年６月中旬でありますけれども、ことしの場

合、用水の確保を考慮いたしまして、播種時期

をおくらせるなどの対策が積極的に行われてお

ります。特に西臼杵地域や五ヶ瀬川水系を抱え

ます県北部につきましては、節水や計画配水な

どの対応を徹底していく必要があるというふう

に考えております。

35ページをごらんください。（３）のその他作

物でございます。露地野菜や葉たばこにつきま

しても生育のおくれが見られておりましたけれ

ども、５月上旬以降の降雨によりある程度は回

復してきております。しかしながら、３月から

４月にかけての低温の影響も重なりまして地域

による生育差も見られ、カンショでは植えつけ

のおくれなどもあるところでございまして、加

工原料の仕込みとか、品質、収量への影響など、

今後の生育状況を引き続き観察していく必要が

あると考えております。

次に、２の渇水対策の状況でございます。こ

れまで県といたしましては、（１）にありますよ

うに、４月８日に県農業渇水対策会議を設置い

たしまして、各地域に設置した地域対策会議と

連携して各地域の状況の把握と情報の共有化を

図りますとともに、（２）にありますように、早

期水稲の水不足対策とか、少雨に関する農作物

管理、早期水稲の他品目転換等の対策について

周知徹底を図っているところでございます。

また、（３）の農業用水の渇水対策への支援と

いたしまして、既存事業にメニューを新たに追

加することにより、井戸の設置とかポンプのリー

ス等を助成する農業用水緊急渇水対策事業を創

設いたしまして、地域の要望に対応していると

ころでございます。

さらに、（４）の各地域の取り組みといたしま

して、土地改良区を中心に計画排水の実施とか

節水の呼びかけが行われるとともに、育苗セン

ターを中心に苗の老化防止対策が取り組まれま

して、特にＪＡ日向では、例年４月中旬までの

田植えを５月中旬にまで対応できるようにした

ところでございます。

最後に、３の今後の対応であります。まず、

（１）の早期水稲の未作付あるいは枯死等が見

られる地域につきましては、冒頭に説明いたし

ました173ヘクタールを中心にいたしまして、戸

別所得補償制度を活用した品目の転換や農業共

済制度の対応を含めまして、地域や農業者に応

じたきめ細かな対策の選定と推進を行い、農家

所得の確保を図っていきたいと考えております。

また、（２）にありますように、今後、飼料用

稲や普通期水稲の作付が本格化する地域では、

引き続き、地域の利水者協議会での調整を行い

節水や計画配水を徹底するとともに、必要に応

じて田植えの時期をおくらせたり、苗の老化防

止対策の強化を進めてまいりたいと考えており
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ます。

御案内のように、今月23日には平年より８日

早い梅雨入りが発表されましたけれども、今回

の渇水はもともと、昨年夏以来のラニーニャ現

象による少雨傾向から端を発するものでありま

して、県内の河川状況は、一部を除き当面の間

厳しい状況にございます。今後とも中長期的な

視点をもちまして農作物生育の経過に留意しな

がら適切な対応に努めていきたいと考えており

ます。

渇水関係につきましては以上であります。

続きまして、新燃岳の火山活動に係る営農対

策等の取り組み状況について御説明申し上げま

す。

資料は36ページをお開きください。まず、１

の新燃岳火山活動の経緯でありますが、今回の

被害に係る大きな噴火としましては、主に１月26

日の北諸県・南那珂方面への降灰と、28日の西

諸県・中部・児湯方面への降灰によるものでご

ざいまして、それぞれの火山灰の特徴も異なっ

ております。これまで爆発的噴火の回数は13回

となっており、現在、小康状態にあるものの、

依然として予断を許さない状況にございます。

２の農水産物関係被害の概要でありますが、

３月末日までの取りまとめといたしまして12億

円余の被害金額となっており、その詳細は、38

ページをごらんになっていただきますと、農作

物等で６億700万円余、農地・農業用施設等関係

で５億9,500万円となっております。

36ページに戻っていただきまして、３の対策

の取り組み状況についてであります。まず、（１）

にありますように、１月28日に農作物等被害対

策会議を設置しプロジェクトチームを編成して、

被害調査とその検討を踏まえた対策の推進を

図ってございます。また、各地域には降灰のサ

ンプリングや分析に基づく土壌改良などの技術

指導を実施するとともに、（２）にあります対策

マニュアルの作成と周知を図ったところでござ

います。さらに、（３）にありますように、各農

林振興局、普及センターに営農相談窓口を設置

いたしまして、これまでに176件ほどの栽培管理

等に関する相談を受け付け、対応を進めている

ところであります。

次に、農家経営支援の取り組みといたしまし

て、まず、（４）の金融面からの支援であります。

①の災害資金の対象災害に今回の火山活動を指

定しまして、現在、末端金利1.05％の営農経費

支援を発動し、これまでの実績は１件となって

おります。また、②にありますように、復旧へ

の投資資金として近代化資金を活用する場合、

５年間無利子とする制度を準備しております。

次に、補助事業としまして、37ページになり

ますけれども、（５）の新燃岳噴火・降灰緊急営

農対策事業、これは平成22年度の国の直接採択

事業でございまして、県では農業者からの要望

取りまとめに主体的にかかわって推進を行いま

して、112の事業主体、4,025戸の農業者に対し

まして、全体事業費で10億9,900万円もの動力噴

霧器、土壌改良資材等の導入支援を図ったとこ

ろであります。

また、（６）の活動火山降灰緊急営農対策事業

による支援といたしまして、第９次防災営農施

設整備計画の対象火山に新燃岳を追加して対象

地区を拡大し、降灰防止施設や茶生葉洗浄機等

の導入支援を進めております。

さらに、（７）の品目別対策の取り組みといた

しまして、お茶につきましては、荒茶への火山

灰混入防止対策の徹底を図るとともに、露地野

菜につきましても苦土石灰の資材投入による土

壌改良対策を行っているところでございます。
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４の今後の対応についてであります。まず、

今回の噴火による農作物の被害状況を踏まえな

がら、（１）にありますように、活動火山特別措

置法に基づきます第10次防災営農施設整備計画、

これは計画年次23～25年度までの３カ年計画で

ございますが、これに沿いまして、８市９町１

村に係る対象地域においての土壌改良、被覆施

設、洗浄機等の降灰被害防止対策の推進に努め

てまいりたいと考えております。

また、（２）にありますように、普通期水稲の

田植え時期を迎えていることから、対象地域に

おきまして、それぞれの火山灰の特徴に沿って

堆肥等の資材の利用や深耕による土壌改良対策

の徹底を図っているところであります。

さらに、（３）の火山活動の長期化を視野に入

れた営農支援の充実・強化でありますけれども、

今後の活動は依然として予断を許さない状況に

ございます。噴火を繰り返す今の状況は長期化

するとの見通しもあるところであります。この

ため、農業改良普及センターや総合農業試験場

におきまして降灰の影響調査に引き続き取り組

むとともに、影響が少ない品目選定の技術支援

を進めていくことが重要であると考えておりま

す。いずれにしましても、１月のような噴火は、

地震と同様にいつ何どき発生するか予想もつか

ないものでございまして、その時々に適切な対

応ができるよう、農家経営に対しての万全の支

援体制を整えていきたいと考えております。

営農支援課からは以上であります。

○田口委員長 以上で執行部の説明が終わりま

したが、質疑はございますか。

○中野委員 資料の提出をお願いします。国の

家伝法の改正部分、それから国の新しい指針、

それから国の口蹄疫マニュアル、県のマニュア

ル。

○岩﨑家畜防疫対策室長 資料の要求でござい

ますけれども、今現在、国としましては、家伝

法の改正は行っておりますけれども、防疫指針

なりマニュアル等について作成中というふうに

聞いております。

県の防疫マニュアルにつきましては作成して

おりますので、それは提出できるかと思います。

○田口委員長 質疑はありませんか。よろしい

ですか。

それでは、以上をもって農政水産部を終わり

ます。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時50分休憩

午前11時52分再開

○田口委員長 それでは委員会を再開いたしま

す。

５月17日に行われました委員長会議の内容に

ついて御報告いたします。

委員長会議におきまして、お手元に配付の「委

員長会議確認事項」のとおり、委員会運営に当

たっての留意事項等を確認いたしました。時間

の都合もございますので、主な事項についての

み御説明いたします。

まず、１ページの（５）閉会中の常任委員会

についてであります。定例会と定例会の間に原

則として１回以上開催し、継続案件を審議する

必要がある場合、あるいは緊急に協議する事項

が発生した場合には、適宜委員会を開催するも

のであります。

次に、２ページの（８）常任委員長報告の修

正申し入れ及び署名についてであります。本会

議で報告する委員長報告について、委員会でそ

の内容を委員長一任と決定した場合、各委員が
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修正等の申し入れを行う場合は委員長へ直接行

うこと、報告の署名は委員長のみが行うことと

するものであります。

次に、３ページでございますが、（12）の調査

等についてであります。まず、アの県内調査に

ついてでありますが、３点ございます。１点目

は、調査中の陳情・要望等について、事情聴取

の性格を持つものであり、委員会審査には反映

させれば事足りるということで、後日回答する

旨等の約束はしないということであります。

２点目は、委員会による調査でありますので、

個人行動はできる限り避けるというものであり

ます。

３点目は、県内調査でありますが、特に必要

がある場合には、日程及び予算の範囲内で隣県

を調査できるというものであります。

次に、イの県外調査についてであります。節

度ある調査を行うために、個人的な調査、休祝

日、定例会中、調査先の議会中及び災害時の発

着、さらには単独行動を避けることを確認する

ものであります。

次に、４ページの（13）夏季の軽装について

であります。記載のとおり、国に準じて期間を10

月31日までとしたところですが、先週の議会運

営委員会におきまして、期間中はノーネクタイ・

ノー上着を原則とするとの申し合わせがなされ

たところであります。

その他の事項につきましては目を通していた

だきたいと存じます。

皆様には、確認事項に基づき委員会の運営が

円滑に進むよう御協力をお願いいたします。

次に、今年度の委員会調査など活動計画案に

ついて、お手元の資料のとおりであります。

活動計画（案）にありますとおり、県内調査

を７月６日水曜日から７日木曜日、８月２日火

曜日から３日水曜日の日程で実施する予定であ

りますが、日程の都合もありますので、調査先

についてあらかじめ皆様から御意見を伺いたい

と思います。

参考までに、お手元に資料として「平成23年

度環境農林水産常任委員会調査候補地」を配付

いたしております。この資料を含めて調査先等

につきまして何か御意見、御要望等がありまし

たらお出しいただきたいと思います。

また、県外調査につきましても何か御意見、

御要望がありましたら、あわせてお出しいただ

きたいと思います。

では、ここで暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後０時３分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

県内調査の日程、調査先等につきましては、

ただいまの御意見を参考にしながら、正副委員

長に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 ほかに何もないようでしたら、

本日の委員会を終了したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終わります。

午後０時３分閉会
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